
令和２年 5月 15日 

築上町小中学校保護者の皆様 

 

学校における教育活動の再開について 

築上町教育委員会 

 

平素から本町の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため町立小中学校は５月３１日まで臨時休

業としていましたが、令和２年５月１４日付けで福岡県は、国による緊急事態宣言の区域の

対象外とされました。 

 このことを受け、県立学校の取り組みを参考として、５月１８日以降順次分散登校を開始

し、５月２５日から学校を再開します。 

 つきましては、「緊急事態宣言」は解除されましたが、今後も学校では、感染防止の３つ

の基本である①「身体距離の確保」②「マスクの着用」③「手洗い」など、感染を予防する

取り組みを続けます。保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 学校再開日  5月２５日（月）午前中授業 

 

２ 分散登校   ５月 18日から 5月 22日の間（午前中授業） 

         詳細は各学校からのお知らせを確認ください。 

 

３ 給食開始   5月 26日（火） 

 

４ 入学式    中学校 6月 2日（火） 

         小学校 6月 3日（水） 

         ＊在校生は、通常通り授業を行います。 


